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＝＝ 第４次さつま町行政改革推進計画 ＝＝

〔４つの柱と12の推進項目 48事業〕 Ｒ２～Ｒ７の６年間

さつま町行政改革推進本部



１　第４次行政改革大綱に基づく取組事項

⑴ 行政改革推進計画の進行管理と効果検証
・計画に基づく進行管理
・事務事業評価による効果検証、改善

⑵ 「中⾧期的財政計画」の策定
・中期財政計画の見直し
・財政状況に関する認識の共有化

　区　分　（４つの柱と12の推進項目、取組事項） 概 要 項 目

Ⅰ　持続可能な行財政運営に向けた改革

１　財政の経営改革

⑵ 土地開発公社の経営健全化 ・町土地開発公社経営健全化計画の策定及び推進

⑶ 国民健康保険事業特別会計の適正な運営
・国民健康保険事業の安定的な財政運営
・医療費適正化

⑶ 財政健全化の維持
・地方財政状況調査（決算統計）結果による各種財
政指標等の分析
・財政状況等の公表

２　特別会計等の経営健全化

⑴ 水道事業会計の経営健全化
・決算期における事業評価の実施
・中⾧期の財政計画の見直し
・投資的経費における安定財源の確保

⑹ 農業集落排水事業特別会計の適正な運営
・決算期における事業評価の実施
・中⾧期の財政計画の見直し
・公営企業会計への移行作業の実施

３　持続可能な財源確保対策の検討及び推進

⑴ ふるさと納税の更なる推進
・ふるさとさつま応援寄附金による自主財源の確保
・寄附金の使途の明確化（事業の限定）
・返礼品での地場産業の活性化

⑷ 後期高齢者医療特別会計の適正な運営
・鹿児島県後期高齢者医療広域連合と連携した保険料
の賦課・徴収、⾧寿健診等の健康保持増進の推進

⑸ 介護保険事業特別会計の適正な運営
・現状分析等に基づき３年を１期として策定する介護保
険事業計画の進捗管理
・要介護認定、ケアマネジメント、保険給付費の適正化

⑷ ネーミングライツの導入検討 ・町有施設等の命名権付与制度の導入を検討

⑸ 使用料・手数料の見直し
・消費税率改正や物価変動等の社会経済情勢の変化
に対応した見直し検討

⑵ 企業版ふるさと納税の取組 ・地方創生応援税制を活用した地域振興

⑶ 広報紙・ホームページへの広告掲載拡大 ・町広報紙、町ホームページへの有料広告の募集掲載

⑹ 債権管理の適正化
・滞納者に対する履歴等のデータを分析
・訪問徴収員による訪問徴収の実施
・債権管理条例の制定
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Ⅱ　時代の変化に適応する組織づくりと人材育成

１　効果的で効率的な組織等の構築

⑴ 新たな行政課題に対応する組織機構の再編
・民間委託による効率的なサービスの提供
・効果的・効率的な支所機能（業務）の検討
・県からの権限移譲事務の受入れ推進

　区　分　（４つの柱と12の推進項目、取組事項） 概 要 項 目

⑷ 学校給食センターの民間委託の検討
・民間業者による調理・配送員の管理体制の検討
・１センター化に向けた取組み

⑸ ＰＰＰ・ＰＦＩ事業の活用 ・文化施設建設等へのＰＰＰ・ＰＦＩ手法の導入検討

⑵ 広域行政への取組み

・共同処理に適した事務の洗出し
・共通の行政課題等の協議
・消防行政の広域化の推進
・通信指令業務の共同運用

⑶ 一般廃棄物処理業務の民間委託の検討
・業務の一部または全部について民間委託の検討
・部門ごとの費用対効果等の分析により、委託の有効性
等を判断

２　定員及び給与の適正な管理

⑴ 定員管理計画の進行管理

・正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の定員
管理
・段階的定年延⾧への対応
・消防職員の充足率の向上

⑵ 職員給与制度の適正化
・正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の給与
管理
・働き方改革による時間外勤務の適正化

・業績評価、能力評価による昇給、昇格、勤勉手当への
反映

⑶ 派遣研修及び人事交流の推進 ・職員の人材育成と資質の向上及び人事交流の促進

３　人材の育成と活用

⑴ さつま町人材育成方針の見直し、推進
・複雑、多様化する行政課題への対応と職員のスキルアッ
プ
・能力や資質を持った人材の確保

⑵ 人事評価制度の活用
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⑴ 公共施設等の計画的な管理
・公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策
定及び進行管理
・固定資産台帳の整備

⑵ 遊休施設等の管理
・遊休施設の利活用と処分（学校跡地及び旧教職員
住宅等）
・不用物品の処分（公用車等）

　区　分　（４つの柱と12の推進項目、取組事項） 概 要 項 目

Ⅲ　効果的・効率的な行政運営と町民サービスの向上

１　公共施設等の適正な管理

⑶ 公金の納付機会の拡充
・納付機会の拡充
・施設使用料や窓口手数料のキャッシュレス決済導入の
検討

３　行政評価による適切な行政運営

２　質の高い町民サービスの進化

⑴ 効果的な電算システムの運用
・町民サービスの向上
・効率的な電算業務の推進
・セキュリティの確保

⑵ 光ブロードバンドの基盤整備
・町内の光ケーブル未整備地域への敷設
・町内主要公共施設への公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）
導入

⑵ ペーパーレス化の推進
・対象業務の洗い出し
・庁舎内無線ＬＡＮの整備
・タブレット端末等の整備

振興計画（実施計画）と予算編成との整合
・総合振興計画実施計画書における成果目標達成のた
めの課題・問題点を確認・検証
・次年度予算編成に向けた方向性や改善

４　ＩＣＴ等を活用した業務環境の改善

⑴ 効率的な業務の推進 ・ＩＣＴ・ＩＯＴ及びＡＩの利活用推進

⑴ 総合振興計画の策定、進行管理
・実施計画における数値目標及び目標達成への取組を
明示

⑵ 事務事業評価システムの構築、PDCAの推進
・事務事業評価システム及びPDCA体系の構築
・評価のあり方の検討（成果指標 、達成度）

⑶
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　区　分　（４つの柱と12の推進項目、取組事項） 概 要 項 目

⑶ 男女共同参画社会の推進
・男女いきいきしあわせプランの進行管理
・男女共同参画（女性活躍）の推進

⑷ 女性委員の登用率の向上 ・女性委員の登用率の向上

Ⅳ　町民参画と協働のまちづくり

１　共生・協働の地域づくり

⑴ ボランティア及びNPOの活動促進
・ボランティア人材等の育成・支援
・ボランティア団体やNPO等の地域連携の支援
・地域元気再生事業の推進（交流促進型）

⑵ 自治活動の促進

・地域活性化計画の策定及び活動の支援
・地域元気再生事業の促進（地域活性化型）
・地域の担い手の育成の促進
・地域活動に対する職員の意識向上と参画の促進
・公民会合併に係る支援
・全20区で公民会組織等のあり方の研究

２　町民の情報収集と発信

⑴ 広報広聴機能の充実
・町広報紙のより一層の充実
・防災行政無線を利用した放送の実施

⑵
町ホームページによる情報提供の充実及び積
極的な更新

・町発信のSNSとの連携
・ホームページリニューアル改修の検討
・対応できる言語増の検討
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第３次さつま町行政改革大綱

第３次定員管理計画策定

第３次行政改革推進計画

年 月 日

27 4 1

27 4 14

28 3

28 4 1

29 1 1

29 3

29 4 1

29 9 1

定員管理　３３１人　⇒　３３２人（第３次定員管理計画）

自治公民会合併の促進　合併時１５４（自治）公民会⇒　H29.4.1 １３３　上手町公民会

　・福祉課、介護保険課、健康増進課　→　保健福祉課、子ども支援課、高齢者支援課

鹿児島県総務部市町村課へ職員１名を派遣（H29）　

国土交通省九州地方整備局河川部河川環境課へ職員１名を引続き派遣（H28～）

職員１名を引続き派遣（H28～）

勤務管理システムの導入

本庁舎における新電力の導入

コンビニ収納の実施

東日本大震災に係る宮城県気仙沼市（ガス水道部施設整備課復興推進整備係）へ

佐志交流館の指定管理者指定

民生部門の組織再編（保健福祉課、子ども支援課、高齢者支援課）

新たな一般職非常勤職員等制度の運用開始

総合教育会議の開催（地方教育行政制度の改革）

第３次さつま町行政改革推進計画策定

（上手公民会、鶴田町公民会）

国土交通省九州地方整備局との人事交流により職員（補佐級）１名を受入れ（H28～）

さつま町における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画:前期計画策定（H28～H31）

さつま町空家等の適正管理に関する条例の制定

定員管理　３２５人　⇒　３３１人（第３次定員管理計画）

工事検査専門員の配置

公共施設等総合管理計画の策定

柊野農村広場の譲渡

税務課地籍調査係を廃止し資産税係へ統合

２　行財政改革・財政健全化の歩み（Ｈ２７～）

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

定員の削減　３３９人　⇒　３２５人（第２次定員管理目標達成）

公益財団法人鹿児島県市町村振興協会　自治研修センターへ職員１名を派遣（H27～H28）

国土交通省九州地方整備局河川部河川環境課へ職員１名を派遣（H27）

さつま町特定事業主行動計画（第二次前期計画）策定(職場環境の整備等）

指定管理者制度導入施設の指定更新（H28～H32までの５年間　２９施設）

行財政改革・
財政健全化に
係る主な計画

平成２７年３月策定

平成２７年３月策定

平成２８年３月策定

紫尾温泉神の湯ふれあい館の譲渡

ガラス工芸館の譲渡（土地は無償貸付）

大野活性化センターの譲渡
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年 月 日

30 4 1

30 10 1

31 3 31

31 4 1

R1 10 1

1 12 10

2 3

2 4 1

2 11 16

観音滝公園の譲渡（土地・建物）

さつま町における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画:後期計画策定（R2～R7）

定員管理　３３１人　⇒　３２６人（第３次定員管理計画　H27～R6）

会計年度任用職員制度開始

光ブロードバンド基盤整備地域の拡大（R2～R3）

学校給食センター３センター　⇒　２センター

バーコード付き納付書による公金のスマホ決済の開始

一般廃棄物に係る相互支援協定締結

（姶良市、伊佐市、霧島市、さつま町、湧水町、伊佐北姶良環境管理組合）

建築技術専門監の配置

組織機構の改編

　・商工観光課、企業誘致対策室　→　商工観光ＰＲ課、ふるさと振興課へ改編

　・社会教育課内に国体推進室を設置

　・企画財政課（企画政策係、地域振興係、財政係）へ改編

　・建設課（まちなみ整備係、建築係、維持管理係、土木係）へ改編

鹿児島県消防学校へ職員１名を派遣（H31～R3）

山崎交流館の指定管理者指定

うましき里きららの楽校の指定管理者指定

組織機構の改編

多言語電子配信ソフト（MCCatalog+）で広報紙とお知らせ版を配信開始

定員管理　３３２ 人　⇒　３３１人（第３次定員管理計画）

自治公民会合併の促進　合併時１５４（自治）公民会⇒　H31.4.1 １３０　大畝町公民会

農林水産省　農村振興局へ職員１名を派遣（H31～R2）

農林水産省　農村振興局から職員１名を受入（H31～R2）

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

定員管理　３３０ 人　⇒　３３２人（第３次定員管理計画）

　・教育委員会学校教育課（教育企画係、教育指導係）へ改編

観音滝公園及び観音滝公園交流センターの指定管理者指定取り消し

（大畝町公民会、久富木町公民会）

（橋掛公民会、境田公民会、搦公民会）

定員管理　３３２人　⇒　３３０人（第３次定員管理計画）

自治公民会合併の促進　合併時１５４（自治）公民会⇒　H30.4.1 １３１　未栄の郷公民会

鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ職員１名を派遣（H30～R2）

　・総務課（行政係、危機管理係、秘書法制係、情報政策係）へ改編

　・企画財政課→企画政策課（企画政策係、地域振興係、広報文書係）へ改編

　・財産管理課→財政課（財産管理係、契約検査係、財政係）へ改編

消費税改定に伴う公共施設の使用料等の改正

第４次さつま町行政改革大綱、第４次さつま町行政改革推進計画策定
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年 月 日

3 3

3 4 1

3 7 20

3 8 1

3 10 1

4 3

4 4 1

さつま町定員管理計画　改定

ＧＤＸ推進アドバイザーを配置（国の制度を活用して民間企業から登用）

　・町民環境課（クリーンセンターの民間委託に伴い、関連業務を環境センター係に集約）

　・鶴田支所，薩摩支所（総務係と税務係→総務税務係）へ改編

定員管理　３１３人　⇒　３０６人（第４次定員管理計画）

鹿児島県農政部農政課かごしまの食ブランド推進室へ職員を1名派遣（R４）

組織機構の改編

　・財政課（財産管理係と契約検査係→管財契約係）へ改編

　・総務課（情報政策係→デジタル推進係）へ改編

鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課へ職員を1名派遣（R４）

　・保健総括監、農業土木専門監を配置

　・農政課（農業振興係と有害鳥獣対策係→農業政策係）へ改編

（あわせて、132様式において性別記載欄の見直しを実施）

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

土木技術専門官を配置（任期付）

県の権限移譲プログラムに基づく新規事務の受入れ（５事務）

　・土地区画整理事業の施行の障害となる恐れのある建築行為等の許可

　・騒音に関する規制地域の指定、規制基準の設定等

　・悪臭に係る規制地域の指定、規制基準の設定等

　・振動に係る規制地域の指定、規制基準の設定等

　・騒音に係る地域の指定

第３次さつま町男女いきいきしあわせプラン策定

さつま町個別施設計画策定

鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課へ職員１名を派遣（R3）

（薩摩川内市、さつま町及び阿久根地区消防組合）

健康ふれあい公園指定管理の廃止

公営住宅　473戸　⇒　476戸（用途変更　3戸、新築6戸）

防災専門官を配置（任期付）

町ホームページのベトナム語表記開始

おくやみデスクの設置

　死亡届に関する各種手続き（45の申請手続き）をワンストップ窓口で実施

定員管理　３２６人　⇒　３１３人（第３次定員管理計画）

指定管理者制度導入施設の指定更新（R3～R7までの5年間　29施設）

北薩３消防本部消防通信指令事務協議会設置

鹿児島県総務部市町村課へ職員１名を派遣（R3）

農林水産省　農村振興局へ職員１名を引続き派遣（H31～R3）

公共施設等総合管理計画　改定

各種行政手続きにおける押印廃止と性別記載欄の省略　

　押印の義務づけを廃止した様式　調査対象様式　1,383様式中　1,212様式（87.6％）
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年 月 日

4 9 町広報紙のLINE配信開始

5 2 21

5 3 22

3 31

5 4 1

5 7 1

5 7 3

5 12 1

6 4 1

県の権限移譲プログラムに基づく新規事務の受入れ（１事務）

　・特定非営利活動法人の設立認証、届出の処理等

公営住宅　４７６戸　⇒　４７１戸（用途変更９戸新築４戸）

自治公民会の合併促進　合併時１５４（自治公民会）⇒Ｒ4.4.1　１２９公民会（城内、麓）

県の権限移譲プログラムに基づく新規事務の受入れ（１事務）

　・浄化槽設置等の届出受理、維持管理指導等

公共施設によるキャッシュレス決済の導入

（宮之城運動公園、宮之城総合体育館、宮之城屋内温泉プール、宮之城トレーニングセンター）

リモート窓口の設置（庁内WEB会議システムの導入）

町ホームページリニューアル

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

　・保健福祉課と高齢者支援課→ほけん福祉課（福祉係、保険係、健康増進係、高齢者支援係、介

　　護保険係）へ改編

　・子ども支援課→こども課（こども支援係、こども健康係）へ改編

　・行かない窓口（オンライン申請）２７申請業務（住民票、所得証明書、水道の使用開始ほか）

　・書かない窓口　１３申請業務（住民票、所得証明書、地籍図ほか）

コンビニ交付サービスの開始　３申請業務（住民票、印鑑登録証明書、所得・課税証明書）

定員管理　３０６人　⇒　３０７人（第４次定員管理計画）

組織機構の改編（２７課・室等７０係　⇒　２３課・室等６３係）

　・行政改革管理監、森づくり推進監、産業支援・定住対策監、危機管理官（課⾧補佐職）を配置

　・保健総括監→ほけん総括監へ改編

　・総務課（秘書法制係→秘書広報係）の改編

　・企画政策課→総合政策課（企画政策係、地域振興係、情報戦略推進係、行革推進係）へ改編

　・農政課と耕地林業課→農林課（農政係、畜産係、林政係、耕地係）へ改編

　・担い手育成支援室→担い手支援室（担い手支援係）へ改編

　・商工観光ＰＲ課とふるさと振興課→さつまＰＲ課（商工観光係、ふるさと物産係、産業支援係、移

　　住定住係）へ改編

行かない窓口・書かない窓口サービスの開始（窓口ＤＸの導入）

町議会でペーパーレス会議システムを導入

庁内全係にダイヤルイン（直通電話）を導入

定員管理　３０６人　⇒　３０６人（第４次定員管理計画）

鹿児島県商工労働水産部販路拡大・輸出促進課へ職員を1名派遣（R5～R6）

　　　　　　〃　　　　　　産業人材確保・移住促進課外国人材政策推進室へ職員を1名派遣（R5～R6）

鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ職員１名派遣（R5~）

公営住宅　４７１戸　⇒　４６３戸（用途変更８戸）
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年 月 日

6 6 18

6 11 1

6 11 22

6 12 1

7 1 6

7 3 10

7 3

7 4 1

薩摩中学校跡地を民間企業へ譲渡

県の権限移譲プログラムに基づく新規事務の受入れ（１事務）

　・宅地造営等工事規制区域及び特定盛土等規制区域等に関する工事の許可申請書等の受理

　・学校教育課（学校教育係、学事係）の改編

　・学校給食センター（宮之城学校給食センター係と鶴田学校給食センター係→学校給食センター係）

　　の改編

　・社会教育課 鶴田教育係、薩摩教育係 を教育総務課から移管

　・国体推進室の廃止

教育委員会にＩＣＴ教育支援員を配置（任期付）

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

　・建設課（維持管理係とまちなみ整備係→管理係）の改編

　・鶴田支所，薩摩支所（町民生活係、農林係）の改編（税務業務は本庁に集約）

定員管理　３０７人　⇒　３０４人（第４次定員管理計画）

公益財団法人全国市町村研修財団　市町村職員中央研修所へ職員を1名派遣（R７～）

組織機構の改編

　・危機管理監、畜産振興監、防衛施設調整官（任期付）を配置（危機管理官は廃止）

　・行革推進室、産業・定住支援室を設置（行政改革管理監、産業支援・定住対策監は廃止）

北薩３消防本部指令センター運用開始

学校跡地等利活用促進条例の施行

　・学校跡地等を利用して事業を行う法人等に対し奨励措置を講ずることにより、学校跡地等の有効活

　　用、地域の振興及び経済の活性化を図る。

農業集落排水事業を特別会計から公営企業会計に移行

高校生世代までのこども医療費現物給付の開始

補助金等の適正化ガイドラインを策定

　・政策的補助金について20項目の評価を行うことで適正化を図り、評価結果を次年度予算に反映

証明書発行手数料のキャッシュレス決済の導入（税務課資産税係:証明書等発行業務）

ＩＣＴ連携協定締結（ＮＴＴ西日本鹿児島支店）

包括連携協定締結（フォーバル）

組織横断的な人的応援体制の実施（住民税申告サポート業務）

　・一時的に業務が集中する特定の業務について、業務経験のある職員がサポートする体制を構築

　　（令和５年度職員提案による採用案件）

第4次行革大綱計画期間の１年延⾧

人財育成基本方針の見直し

学校給食センター２センター　⇒　１センター

公営住宅　４６３戸　⇒　４５９戸（用途廃止４戸）

水道料金の改定

　・地域のＤＸ推進、人材育成、若者・女性活躍、健康・福祉、産業振興・中小企業支援など
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年 月 日

7 4

7 8

8 4 1

現在までの取り組み内容，将来に取り組む予定の内容等

指定管理者制度導入施設の指定更新（R8～R12までの5年間　15施設）

　・学識経験者（識見を有する者:大学教授等）、公募による一般町民の委員を選任

公共施設等総合管理計画・個別施設計画に基づく公共施設の廃止（地区交流館他）

行政改革審議会委員の構成変更

ＤＸ推進計画の策定

学校給食センターの会計を公会計に移行
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